
開発事業等における雨水排水施設整備基準（１ヘクタール未満） 

（趣旨） 

第１条 この基準は、佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例（平成２３年

佐倉市条例第１０号。以下「条例」という。）及び佐倉市開発事業の手続及び

基準に関する条例施行規則（平成２３年規則第１０号。以下「規則」という。）

における雨水流出抑制施設の整備基準並びに市街化調整区域の開発行為等に

おける雨水の排水に関する協議に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）、条例及び規則の例によるほか、次に定めるところ

による。 

（１）貯留施設 雨水を一時的に貯めることができる施設（調整池を含む。）を

いう。 

（２）下水道計画 佐倉市印旛沼流域関連公共下水道全体計画に基づき作成さ

れた下水道法（昭和３３年法律第７９号）の事業計画に係る主要な管渠の平

面図及び流量表をいう。 

（３）降雨強度 １時間当たりの降雨量で示す、雨の強さを示す指標をいう。 

（４）下水道計画降雨 下水道計画に５年に１回程度起きる雨の強さとして定

める降雨強度をいう。 

（５）流出係数 降雨量を１とした場合において、地表面を流れる水の割合をい

う。 

（６）貯留量 雨水流出抑制施設において、雨水の流出を抑制し、当該施設に雨

水を貯めておくことができる量をいう。 

（７）５０年確率降雨 ５０年に１回程度起きる強さの雨をいう。 

（８）オリフィス桝 貯留施設において、雨水が流出する量を調整するために、

当該貯留施設の流出口に設置する桝をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この基準は、次の各号に掲げる区域区分に応じ、当該各号に掲げる事業

に適用する。 

（１）市街化区域 事業区域の面積が５００平方メートル以上１万平方メート

ル未満の事業。ただし、既存建築物の宅地として一体利用している土地にお



ける中高層建築物の増築（敷地設定による新築を含む。）を除く。 

（２）市街化調整区域 事業区域の面積が１万平方メートル未満の事業 （雨水

排水処理基準） 

第４条 雨水排水処理基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事業区域内は、下水道計画降雨に基づき整備するものとする。 

（２）事業区域の雨水の流出抑制は、次条及び第６条に基づき行うものとする。 

（３）事業区域の流出係数は、別表第１工種別の項に応じた流出係数に、当該工

種ごとの面積を乗じて得た数値の合計を、事業区域の面積で除して得た数

値（以下「加重平均流出係数」という。）とする。 

（市街化区域内の雨水抑制排水施設の整備基準） 

第５条 市街化区域における規則第１５条第１項に規定する雨水流出抑制施設

の貯留量の算定方法は、事業区域の流出係数を０．９、許容放流量を０．

０２５㎥/haとして、次に規定する簡易式により算定した貯留量に、堆砂

量として事業区域１ヘクタール当たり１５立方メートルを加算するものと

する。 

 

簡易式 Vi = (γi –γc / 2 ) × 60 × ti × f × A × 1/360 

Vi 貯留量（m3） 

γi 降雨強度曲線上の任意継続時間相当降雨強度（mm/hr） 

   γi = a / ( tin + b ) 

   下水道計画降雨のとき a=5000 b=40 n=1とする。 

γc 放流量 Qcに相当する降雨強度（mm/hr） 

   γc = ( 360×Qc ) / ( f×A ) 

ti 降雨継続時間（min） 

f 流出係数 

A 集水面積（ha） 

 

２ 市街化区域における規則第１５条第２項の規定により貯留量を減ずること

ができる場合は、次に掲げる区分に応じ、第１号及び第３号に定める事項

のいずれにも又は第２号に定める事項に該当していることを、市長と協議

の上確認した場合とする。この場合において、前項に規定する流出係数又

は許容放流量は、規則第１５条第２項の規定による協議により変更するこ

とができるものとする。 

（１）事業区域の流出係数 ０．９未満であること。 



（２）事業区域の下流域の排水施設の整備状況 別表第２排水区名の項に応じ

た流出係数により整備されていること。 

（３）雨水流出抑制施設の構造 貯留施設であって、事業区域の下流域の排水施

設の整備状況に応じた許容放流量以下に調節できる構造であること。 

３ 市街化区域における規則第１５条第３項の規定による既存の雨水流出抑制

施設の流域内に事業区域が存する場合は、１ヘクタール以上の造成工事によ

り整備された調整池（５０年確率降雨に基づき整備された調整池に限る。）で、

既に貯留量が確保されている調整池の流域内に事業区域が存する場合とする。 

 （市街化調整区域内の排水施設の整備基準） 

第６条 市街化調整区域における雨水流出抑制施設の貯留量は、別表第３開発

事業の区分に応じて雨水抑制基準に定める方法により算定するものとす

る。ただし、前条第３項の規定に該当する場合は、別途協議とする。 

 （雨水流出抑制施設の設置基準） 

第７条 雨水流出抑制施設の設置基準は次の各号のいずれにも該当しているこ

ととする。 

（１）雨水流出抑制施設を浸透構造として計画する場合は、地すべりや崖崩れの

恐れのある場所又は地下水が高く土壌の状態が悪い場所に設置してはなら

ない。 

（２）開発事業区域外に直接流出する雨水の量は、事業区域全体面積に対する許

容放流量を超えてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。 

  ア 一団の土地における開発事業（中高層建築物等）であり、事業区域の地

形や安全性等を考慮し、やむを得ないと判断される場合。 

  イ 土地の区画変更を目的とした開発事業（戸建住宅等）であり、直接流出

する区域の面積が、５００平方メートル未満又は事業区域全体面積の 

２０パーセント以下である場合。 

（３）前号の規定により直接下水道に雨水を流出する量が制限される場合は、

次のいずれか又は双方の対策を講じるものとする。ただし、これにより難

い場合はこの限りでない。 

  ア 当該事業に起因し、浸水の恐れのある箇所を改修すること。 

  イ 当該事業により設置される公共施設の管理者と協議し、浸透桝等を適

正に配置すること。 

（４）調整池として整備する場合は、開発事業における雨水排水施設整備基準



（１ヘクタール以上）に定める防災調整池の構造基準に基づき協議し、佐

倉市の公共用地からの雨水の流入がある場合、その用地及び施設は原則と

して佐倉市に帰属すること。ただし、調整池から排水ポンプで放流する場

合は、その施設は事業者が管理するものとし、調整池管理基準（資料参照）

に基づき適正に管理するものとする。 

（５）雨水流出抑制施設をポンプ排水とする場合は、次に規定する事項に留意し

協議するものとする。 

  ア 側溝等への接続については、自然流下とすること。 

  イ 排水ポンプは２台以上設置し、交互運転ができる状態とすること。 

  ウ 排水ポンプによる放流量は許容放流量の２分の１以下として協議して

決定すること。ただし、オリフィス桝その他の下水道等に放流する量を調

整する桝を設置する場合は、この限りでない。 

  エ 計画降雨以上の雨水は区域外に有効に排水されること。 

（６）駐車場を表面貯留として利用する場合は、その箇所に貯留区域、湛水位、

構造等を明示するとともに、降雨時には閉鎖する等安全性を十分に考慮し

計画するものとする。 

（７）各戸に雨水流出抑制施設が設置される場合は、分譲後も適正に管理され

るように、十分に説明するものとする。 

 （雨水処理の制限） 

第８条 原則として、雨水を事業区域内で処理することは認めないものとする。

ただし、自己の居住の用に供する住宅の建築又は開発区域（都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第４３条第 1 項の許可に係る開発事業の場合にあ

っては、敷地）の面積が１，０００平方メートル未満の自己の業務の用に供

する建築物の建築を目的とするもので、排水流末を他の排水施設に接続する

ことが困難であり、かつ、周辺に被害が生じる恐れのない場合は、この限り

でない。 

 （その他） 

第９条 この基準に定めのない事項は、関係する資料等に基づく協議により決 

定する。 

 （附則及び経過措置） 

 この基準は平成１５年１０月１日より施行する。ただし、施行日以前に協議を

開始している事業においては、従前の例によるものとする。 



 （附則及び経過措置） 

 この基準は平成１６年１１月１９日より施行する。ただし、協議が完了してい

るものであっても、変更の協議があった場合は、この基準を適用することができ

る。 

 （附則及び経過措置） 

 この基準は平成１８年４月１日より施行する。ただし、協議が完了しているも

のであっても、変更の協議があった場合は、この基準を適用することができる。 

 （附則及び経過措置） 

 この基準は平成２２年１０月１日より施行する。ただし、協議が完了している

ものであっても、変更の協議があった場合は、この基準を適用することができる。 

 （附則及び経過措置） 

 この基準は平成２３年１０月１日より施行する。ただし、協議が完了している

ものであっても、変更の協議があった場合は、この基準を適用することができる。 

 （附則及び経過措置） 

 この基準は平成３０年４月１日より施行する。ただし、協議が完了しているも

のであっても、変更の協議があった場合は、この基準を適用することができる。 

   附 則（令和 年 月 日佐水下第   号） 

 この基準は、令和８年４月１日より施行する。ただし、協議が完了しているも

のであっても、変更の協議があった場合は、この基準を適用することができる。 

  



 

別表第１（第４条関係） 

工種別基礎流出係数 

工種別 流出係数 

道路（舗装） ０．９０ 

道路（浸透性舗装） ０．７０ 

屋根（宅地面積×建ぺい率） ０．９５ 

その他の不透面 ０．８５ 

水面 １．００ 

間地 ０．３０ 

芝、樹木の多い公園 ０．２５ 

勾配の緩い山地 ０．４０ 

勾配の急な山地 ０．６０ 

 

別表第２（第５条関係） 

排水区別流出係数（下水道計画） 

排水区名 流出係数 

将門排水区 ０．４０ 

鹿島川第１排水区 ０．５０ 

鹿島川第２排水区 ０．５５ 

鹿島川第３排水区 ０．４０ 

鹿島川第４排水区 
０．５０ 

０．４０ 

鹿島川第５排水区 ０．５０ 

鹿島川第６排水区 
０．９０ 

０．７０ 

鹿島川第７排水区 ０．４０ 

鹿島川第８排水区 ０．４０ 

鹿島川第９排水区 ０．４０ 

鹿島川第１０排水区 ０．４０ 

鹿島川第１１排水区 ０．４０ 

鹿島川第１１２排水区 ０．４０ 



岩名排水区 
０．９０ 

０．４０ 

高崎川第１排水区 
０．５５ 

０．４０ 

高崎川第２排水区 ０．５０ 

高崎川第３排水区 ０．５０ 

高崎川第４排水区 ０．５０ 

高崎川第５排水区 ０．４０ 

印旛沼第１排水区 ０．５０ 

印旛沼第２排水区 ０．５０ 

手繰川第１排水区 ０．５５ 

手繰川第２排水区 ０．５０ 

手繰川第３排水区 ０．４０ 

手繰川第４排水区 ０．４０ 

手繰川第５排水区 ０．４０ 

手繰川第６排水区 ０．４０ 

手繰川第７排水区 ０．４０ 

手繰川第８排水区 ０．４０ 

小竹川排水区 ０．５０ 

上高野排水区 ０．５０ 

西志津排水区 ０．５５ 

南部川第１排水区 ０．４５ 

南部川第２排水区 ０．４０ 

大佐倉排水区 ０．４０ 

飯田排水区 ０．４０ 

飯野排水区 ０．４０ 

先崎排水区 ０．４０ 

勝田川第４排水区 ０．４０ 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第３（第６条関係） 

市街化調整区域内の雨水抑制基準 

開発事業の区分 雨水抑制基準 

自己の居住の用に供する

専用住宅 

 

① 内径３０センチメートル以上かつ深さ

５０センチメートル以上（同等品を含

む。）の浸透桝を事業区域面積１００平

方メートル当たり１基以上かつ最低４基

以上設置。なお、浸透桝は、隣地境界線

及び工作物から５０センチメートル以上

離すこと。 

② 浸透桝を設置する土地が第７条第１号

に規定する土地である場合は、①の協議

において、浸透桝１基当たり１００リッ

トルの貯留タンク設置に代えることがで

きる。 

５００平方メートル未満

の開発行為等 

５００平方メートル以上

１，０００平方メートル

未満の開発事業 

貯留量 

５６２m3/ha（堆砂量１５m3/ha を含む。） 

１，０００平方メートル

以上５，０００平方メー

トル未満の 

開発事業 

貯留量（堆砂量１５㎥/haを含む。） 

  加重平均流出係数 

 ０．６未満       ６７８㎥/ha 

 ０．６以上０．７未満  ８５０㎥/ha 

 ０．７以上     １，１２５㎥/ha 

５，０００平方メートル

以上１万平方メートル未

満の開発事業 

貯留量（堆砂量１５m3/haを含む。）１，３

１５m3/ha 

 

 



資 料 

指導基準で使用する降雨強度式等 

 

佐倉市下水道計画における降雨強度式（降雨強度 5年） 

 i = 5000 / ( t + 40 ) 

  t 流達時間（min） 

  t = t1（流入時間 =10 min）+ t2（管内流下時間） 

千葉測候所における年超過確立 1/50の降雨強度式（降雨強度 50年） 

 i = 2439 / ( t3/4 + 11.9 ) 

t 流達時間（min） 

  t = t1（流入時間 =10 min）+ t2（管内流下時間） 

千葉測候所における年超過確立 1/200の降雨強度式（降雨強度 200年） 

 i = 1837 / ( t2/3 + 5.8 ) 

t 流達時間（min） 

  t = t1（流入時間 =10 min）+ t2（管内流下時間） 

必要調節容量の算定式（簡易式） 

Vi = (γi –γc / 2 ) × 60 × ti × f × A × 1/360 

Vi 容量（m3） 

γi 降雨強度曲線上の任意継続時間相当降雨強度（mm/hr） 

γi = a / ( tin + b ) 

下水道計画降雨のとき a=5000 b=40 n=1とする。 

γc 放流量 Qcに相当する降雨強度（mm/hr） 

  γc = ( 360×Qc ) / ( f×A ) 

ti 降雨継続時間（min） 

f 流出係数 

A 集水面積（ha） 

雨水流出量の算定式（合理式） 

 Q = 1 / 360 × C × i × A 

  Q 雨水流出量（m3/sec） 

  C 流出係数 

 i 計画降雨強度（mm/hr） 

  A 排水面積（ha） 



表 簡易式による貯留量の算定 

① 未整備の場合 

加重平均

流出係数 

許容放流量 

(m3/sec) 

放流量相当降

雨強度 

(mm/hr) 

降雨継続時間 

(min) 

必要貯留量 

(m3/ha) 

０．４０ ０．０２５ ２２．５０ ９３ １６３ 

０．４５ ０．０２５ ２０．００ １０１ １９３ 

０．５０ ０．０２５ １８．００ １０９ ２２３ 

０．５５ ０．０２５ １６．３６ １１６ ２５４ 

０．６０ ０．０２５ １５．００ １２３ ２８５ 

０．６５ ０．０２５ １３．８５ １３０ ３１７ 

０．７０ ０．０２５ １２．８６ １３６ ３４９ 

０．７５ ０．０２５ １２．００ １４３ ３８１ 

０．８０ ０．０２５ １１．２５ １４９ ４１４ 

０．８５ ０．０２５ １０．５９ １５４ ４４７ 

０．９０ ０．０２５ １０．００ １６０ ４８０ 

② 別表第１における流出係数Ｃ＝０．４で整備済の場合 

加重平均

流出係数 

許容放流量 

(m3/sec) 

放流量相当降

雨強度 

(mm/hr) 

降雨継続時間 

(min) 

必要貯留量 

(m3/ha) 

０．４５ ０．１１１ ８８．８０ ２７ ６２ 

０．５０ ０．１１１ ７９．９２ ３１ ７９ 

０．５５ ０．１１１ ７２．６５ ３４ ９８ 

０．６０ ０．１１１ ６６．６０ ３７ １１８ 

０．６５ ０．１１１ ６１．４８ ４１ １３８ 

０．７０ ０．１１１ ５７．０９ ４４ １６０ 

０．７５ ０．１１１ ５３．２８ ４７ １８２ 

０．８０ ０．１１１ ４９．９５ ５０ ２０４ 

０．８５ ０．１１１ ４７．０１ ５２ ２２８ 

０．９０ ０．１１１ ４４．４０ ５５ ２５２ 

③ 別表第１における流出係数Ｃ＝０．５で整備済の場合 

加重平均

流出係数 

許容放流量 

(m3/sec) 

放流量相当降

雨強度 

(mm/hr) 

降雨継続時間 

(min) 

必要貯留量 

(m3/ha) 

０．５５ ０．１３９ ９０．９８ ２６ ７３ 



０．６０ ０．１３９ ８３．４０ ２９ ９０ 

０．６５ ０．１３９ ７６．９８ ３２ １０８ 

０．７０ ０．１３９ ７１．４９ ３５ １２７ 

０．７５ ０．１３９ ６６．７２ ３７ １４７ 

０．８０ ０．１３９ ６２．５５ ４０ １６７ 

０．８５ ０．１３９ ５８．８７ ４２ １８８ 

０．９０ ０．１３９ ５５．６０ ４５ ２１０ 

④ 別表第１における流出係数Ｃ＝０．５５で整備済の場合 

加重平均

流出係数 

許容放流量 

(m3/sec) 

放流量相当降

雨強度 

(mm/hr) 

降雨継続時間 

(min) 

必要貯留量 

(m3/ha) 

０．６０ ０．１５３ ９１．８０ ２６ ７８ 

０．６５ ０．１５３ ８４．７４ ２９ ９５ 

０．７０ ０．１５３ ７８．６９ ３１ １１３ 

０．７５ ０．１５３ ７３．４４ ３４ １３２ 

０．８０ ０．１５３ ６８．８５ ３６ １５１ 

０．８５ ０．１５３ ６４．８０ ３９ １７１ 

０．９０ ０．１５３ ６１．２０ ４１ １９２ 

  



調整池管理基準 

 

調整池を事業者が管理する場合は、次の各号を参考に協議し、将来の管理体制を明確に

しなければならない。（宅地内に設置されるものを除く） 

（１）事業者及び雨水調整施設利用者による管理組合を設立し、分譲時に加入する。 

（２）管理規約を定め、購入者に説明する。 

  管理規約は次の事項を参考に作成し、（案）を提出すること。 

   ①管理組合の目的 

   ②雨水調整施設の所在地・用地面積・施設の規模・目的等 

   ③土地の目的外使用の禁止 

   ④組合員の構成、役員、定例会の開催等 

   ⑤維持管理費の負担・資金管理等 

   ⑥機能・安全の確保等 

   ⑦佐倉市立入り検査・指導の受認 

   ⑧その他必要な事項 

（３）雨水調整施設用地は、組合構成員の連名となるように設定する。 

（４）雨水調整施設台帳を作成し、佐倉市に提出すること。 

   台帳に添付する書類は次のとおりとする。 

   ①管理規約  ②集水区域  ③許容放流量  ④計算根拠  ⑤機能・構造 

   ⑥その他必要な書類 

    （台帳は必要書類の複写、及び電子データで提出） 

（５）維持管理の方法は次のとおりとする。 

①管理者は、施設用地の草刈・施設内の清掃・点検等を実施し、適正な状態に維

持・管理するものとする。 

②施設の見やすい箇所に表示板を設置し、管理者及びその連絡先等を明確にするも

のとする。 

③出入り口は施錠し、関係者以外は立ち入ることがないようにするものとする。 

④排水ポンプの点検は、専門の業者により年２回以上実施するものとし、異常があ

った場合は直ちに補修するものとする。 

（６）佐倉市は、施設の管理状況を確認するために必要な場合は、施設内に立ち入ること

ができるものとする。また、その結果、管理上支障があると判断される場合は、その

管理者に指導することができるものとする。 

 

 


